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答

弁

第

一

六

号 
   

衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出｢

第
六
期
住
宅
建
設
五
ケ
年
計
画｣

及
び｢

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
の
使
命
と
姿
勢｣

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
五
第
一
六
号 

平
成
五
年
一
月
八
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出｢

第
六
期
住
宅
建
設
五
ケ
年
計
画｣

及
び｢

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
の 

使
命
と
姿
勢｣

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
建
設
の
う
ち
、
御
指
摘
の
民
間
に
お
け
る
新
規
建
設
又
は
建
て
替
え
に
つ
い
て
は
、

住
宅
金
融
公
庫
の
貸
付
金
に
係
る
住
宅
の
規
模
の
引
上
げ
、
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
の
引
上
げ

等
の
施
策
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
公
営
住
宅
、
住
宅
・
都
市
整
備
公
団(

以
下｢

公
団｣

と
い
う
。)

に
よ
り
建
設
さ
れ
る
住
宅
等
に
つ
い

て
は
、
供
給
さ
れ
る
住
宅
の
規
模
の
引
上
げ
、
平
成
四
年
六
月
三
十
日
付
け
建
設
事
務
次
官
通
知｢

公
共
賃
貸

住
宅
建
替

10
箇
年
戦
略
の
推
進
に
つ
い
て｣

に
基
づ
く
各
公
共
賃
貸
住
宅
の
建
替
事
業
の
積
極
的
な
推
進
等
に

よ
り
、
居
住
水
準
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



四
、
五
及
び
七
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

平
成
三
年
度
以
降
に
公
団
が
建
設
工
事
を
発
注
し
た
賃
貸
住
宅
又
は
分
譲
住
宅(

以
下｢

公
団
住
宅｣

と
い

う
。
）
に
平
成
四
年
十
一
月
二
十
五
日
現
在
居
住
し
て
い
る
世
帯
の
う
ち
、
入
居
時
に
住
戸
規
模
が｢

第
六
期
住

宅
建
設
五
箇
年
計
画｣(
平
成
三
年
三
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
誘
導
居
住
水
準
を
下 

回
っ
て
い
た
世
帯
の
割
合
は
、
約
二
十
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
一
方
、
「
昭
和
六
十
三

年
住
宅
統
計
調
査
」(

指
定
統
計
第
十
四
号)

に
よ
れ
ば
、
全
国
の
世
帯
の
う
ち
誘
導
居
住
水
準
を
下
回
っ
て
い

た
世
帯
の
割
合
は
、
約
六
十
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

公
団
住
宅
に
つ
い
て
誘
導
居
住
水
準
を
下
回
る
世
帯
が
存
在
す
る
理
由
は
、
公
団
が
入
居
を
希
望
す
る
者
の

住
宅
の
選
択
の
自
由
を
認
め
て
お
り
、
入
居
世
帯
に
つ
い
て
住
戸
規
模
に
応
じ
た
世
帯
人
員
の
上
限
を
定
め
て

い
な
い
た
め
で
あ
る
。 

四 

 



建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
敷
地
内
に
広
い
空
地

を
有
す
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
等
の
特
例(

以
下｢

総
合
設
計｣

と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
た
上
で
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、

防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
建
築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
、
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積

に
対
す
る
割
合
及
び
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
つ
い
て
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
市
街

地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
た
建
築
物
に
つ
い
て
許
可
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
運
用
を
特
定

の
地
域
に
限
定
し
て
行
う
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
地
区
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、

手
続
上
の
要
件
を
付
加
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
周
辺
環
境
に
対
す
る
影
響
は
こ
う
し
た
手
続
に
よ
り
十
分
配
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
御
指
摘

の
公
聴
会
の
開
催
の
制
度
化
を
指
導
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

な
お
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
説
明
会
の
開
催
等
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
理
解
を
得 

五 

 



九
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

る
よ
う
努
め
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

公
団
は
、
東
京
都
中
央
区
の｢

リ
バ
ー
シ
テ
ィ

21
イ
ー
ス
ト
タ
ワ
ー
ズ
」
、
同
港
区
の
「
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
芝

浦
」
、
同
新
宿
区
の｢

哲
学
堂
公
園
ハ
イ
ツ｣
等
に
お
い
て
、
総
合
設
計
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
採
用
し

た
理
由
は
、
い
ず
れ
も
土
地
の
適
切
な
高
度
利
用
、
市
街
地
環
境
の
整
備
改
善
及
び
こ
れ
ら
と
併
せ
た
市
街
地

住
宅
の
供
給
の
促
進
の
た
め
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

平
成
四
年
度
か
ら
、
地
域
住
民
等
に
よ
る
地
区
計
画
等
の
策
定
に
資
す
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
対
し
て
市
町

村
が
行
う
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
派
遣
等
に
対
す
る
助
成
措
置
を
講
じ
、
地
区
計
画
等
の
策
定
推
進
に
つ
い
て
地
方

公
共
団
体
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



十
一
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

建
築
物
の
周
辺
環
境
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
超
高
層
住
宅
を
建
築
す
る
建
築
主
に
対
し
、
法
令
に
基
づ
く
手
続
に
加
え
て
御
指
摘

の
事
前
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
周
辺
へ
の
影
響
の
調
査
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

御
指
摘
の
高
層
住
宅
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
学
識
経
験
者
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
研
究
組
織
が
あ
り
、
そ
の
組
織
に
お
い
て
検
討
課
題
の
一
部
と
し
て
、
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い

る
。 埼

玉
県
新
座
市
の
新
座
団
地
に
係
る
建
築
工
事
禁
止
仮
処
分
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
平
成
四
年
十
月
二
十 

七 

 



十
二
に
つ
い
て 

埼
玉
県
桶
川
市
の
仮
称
桶
川
駅
前
団
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
四
年
十
一
月
二
十
七
日
に
、
埼
玉
県
建
築
審
査

会
に
対
し
、
特
定
行
政
庁
で
あ
る
埼
玉
県
知
事
が
行
っ
た
建
築
基
準
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
許
可
等
に

つ
い
て
、
同
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
審
査
請
求
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
そ
の
裁
決
を

待
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
公
団
に
お
い
て
は
、
住
民
の
理
解
を
得
る
た
め
の
説
明
を
続
け
る
と
聞
い

て
い
る
の
で
、
そ
の
推
移
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

六
日
に
、
浦
和
地
方
裁
判
所
の
決
定(

平
成
四
年

(ヨ )
第
三
四
〇
号)

に
よ
り
却
下
さ
れ
、
同
年
十
一
月
十
一
日 

に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
即
時
抗
告
が
さ
れ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
そ
の
決
定
を
待
ち
た
い
と
考
え
て

い
る
。 

公
団
が
中
高
層
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
中
高
層
建

築
物
の
建
築
に
係
る
指
導
要
綱
の
内
容
が
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
導
要
綱
を
尊
重
し
、
ま
た
、 

八 

 



十
三
に
つ
い
て 

当
該
指
導
要
綱
に
基
づ
き
適
正
に
勧
告
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
勧
告
に
沿
っ
て
当
該
建
築
物
を
建
築
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。 

公
団
が
埼
玉
県
及
び
桶
川
市
と
個
別
に
締
結
し
た
土
地
売
買
契
約
に
基
づ
く
売
買
代
金
は
、
住
宅
・
都
市
整

備
公
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令(

昭
和
五
十
六
年
建
設
省
令
第
十
三
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
経
理
原

則
に
沿
っ
て
経
理
さ
れ
て
お
り
、
埼
玉
県
と
の
土
地
売
買
に
係
る
売
買
代
金
二
十
二
億
五
千
万
円
及
び
桶
川
市

と
の
土
地
売
買
に
係
る
売
買
代
金
八
億
七
千
百
四
十
九
万
四
千
六
百
六
十
円
は
、
貸
借
対
照
表
の
勘
定
科
目
で

あ
る｢

現
金
・
預
金｣

及
び｢

住
宅
建
設
仮
勘
定｣

並
び
に
損
益
計
算
書
の
勘
定
科
目
で
あ
る｢

固
定
資
産
売
却
益｣

に
お
い
て
経
理
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

な
お
、
御
指
摘
の
価
格
差
は
、
市
民
ホ
ー
ル
用
地
の
譲
渡
の
対
価
の
決
定
に
当
た
り
、
桶
川
市
開
発
行
為
等

に
関
す
る
指
導
要
綱(

昭
和
六
十
一
年
四
月
八
日
決
裁)

に
基
づ
く
公
団
の
負
担
を
勘
案
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た 

九 

 



 

一
〇 

も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 




